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 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 17 項の規定により、鏡久里

土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨届出があった。 

  令和元年５月 14 日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義    

役職名 氏名 住所 就退任年月日 

理事 櫻井 信章 唐津市鏡2245番地 平成31年３月31日

退任 

〃 山浦 正 〃  宇木2248番地 〃 

監事 石 秀憲 〃  原289番地 〃 

理事 田 常道 〃  鏡2043番地 平成31年４月１日

就任 

〃 山浦 敏一 〃  宇木1901番地 〃 

監事 柴田 誠 〃  原422番地 〃 

 


